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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高温環境下においても、抽出する情報の信頼性
を維持することができ、しかも継続して情報を得ること
ができる車両用撮像装置を提供すること。
【解決手段】カメラ２から出力された撮像画像に重畳さ
れるノイズレベルを検出するとともに、カメラ２から出
力された撮像画像の画像処理を実行する画像処理部３を
備える。画像処理部３はメインマイコン４とサブマイコ
ン５を有し、メインマイコン４は検出されたノイズレベ
ルがあらかじめ設定された第１の閾値以上である場合に
サブマイコン５へのクロックの供給を停止させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を受けて電気信号に変換する撮像素子群が平面状に並べられた撮像手段と、
　前記撮像手段から出力された撮像画像に重畳されるノイズの大きさを特定するためのノ
イズ情報を検出するノイズ検出手段と、
　それぞれがクロックの供給を受けて動作し、少なくとも前記撮像手段から出力された撮
像画像の画像処理を実行する複数の処理ブロックによって構成された画像処理手段と、
　前記複数の処理ブロックの一つを、外部装置に対する情報の入出力を少なくとも実行す
るメイン処理ブロックとし、該メイン処理ブロック以外をサブ処理ブロックとして、前記
ノイズ検出手段により検出されたノイズ情報があらかじめ設定された第１の閾値以上であ
る場合に前記サブ処理ブロックへのクロックの供給を停止させる処理ブロック停止手段と
を備えた
　ことを特徴とする車両用撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用撮像装置において、
　前記ノイズ検出手段により検出されたノイズ情報が前記第１の閾値より大きい第２の閾
値以上である場合に、前記撮像手段の動作を停止させる撮像動作停止手段を備える
　ことを特徴とする車両用撮像装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の車両用撮像装置において、
　前記ノイズ検出手段は、前記撮像画像の表示領域の内、光が当たらないように覆われて
いる部分における画素の信号レベルを前記ノイズ情報として検出する
　ことを特徴とする車両用撮像装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の車両用撮像装置において、
　　前記ノイズ検出手段は前記撮像素子周辺の温度を前記ノイズ情報として検出する
　ことを特徴とする車両用撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載して、車両周辺の画像を取得し、取得した画像を画像処理によっ
て抽出した情報を出力する車両用撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レンズに入力された光を受けて電気信号に変換する撮像素子群が平面状に並べら
れたイメージャによって構成された撮像手段と、撮像手段によって得られた撮像画像を画
像処理することによって各種情報を抽出するマイクロコンピュータ（マイコン）によって
構成された画像処理手段とを備える車両用撮像装置が知られている。
【０００３】
　この種の車両用撮像装置は、車室内に配置されるため、炎天下に長時間放置された場合
など高温の環境に晒されることがある。また、配線長の短縮や小型化を図るために、撮像
手段と画像処理手段（マイコン）とは近接配置されている場合が多く、撮像手段は、マイ
コンが発生させる熱の影響も受ける。
【０００４】
　ところで、画像処理において画像処理の対象となる撮像画像にノイズが含まれると当然
に画像処理によって抽出された情報の精度も低下する。このノイズは、高温環境下で撮像
手段を動作させると増大するため、画像処理によって抽出される情報の精度も増大したノ
イズの量に応じて大幅に低下してしまう場合がある。
【０００５】
　このような事態に対処する手法として、撮像手段の周囲の温度を計測する温度センサを
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設け、温度センサにより検出された温度が車両用撮像装置の動作可能温度を超えた場合に
、エアコン（冷房装置）を動作させる技術（例えば、特許文献１参照、以下「第１の従来
技術」と呼ぶ。）が知られている。
【０００６】
　また、消費電力を低減するために必要に応じて撮像装置を構成するマイコンの制御電源
を遮断させる技術（例えば、特許文献２参照、以下「第２の従来技術」と呼ぶ。）が知ら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２１３２４０号公報
【特許文献２】特開２００６－１３５４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記した第１の従来技術では、エアコンの風を画像センサに当てる必要
があるため、周囲を内装で完全に覆えないため、放熱用部品がユーザーから見えてしまう
、などの問題があった。
【０００９】
　また、上記した第２の従来技術を上記した車両用撮像装置に適用したとすると、温度セ
ンサにより検出された温度が撮像装置の動作可能温度を超えた場合に、マイコンの制御電
源を遮断するものが考えられる。しかし、マイコンの制御電源を遮断してしまうとマイコ
ンの動作が停止し撮像画像の入力及び画像処理を行うことができないので、ユーザが得た
い情報を継続して入手することが困難となる場合がある。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、高温環境下においても、抽出する情報の信頼性を維持するこ
とができ、しかも継続して情報を得ることができる車両用撮像装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　かかる目的を達成するためになされた本発明に係る車両用撮像装置では、撮像手段が、
光を受けて電気信号に変換する撮像素子群を平面状に並べて構成され、ノイズ検出手段が
、撮像手段からの撮像画像に重畳されるノイズの大きさを特定するためのノイズ情報を検
出する。
【００１２】
　画像処理手段は、複数の処理ブロックによって構成され、複数の処理ブロックのそれぞ
れは、クロックの供給を受けて動作し、撮像手段から出力された撮像画像の画像処理を少
なくとも実行する。
【００１３】
　そして、複数の処理ブロックの一つを、外部装置に対する情報の入出力を少なくとも実
行するメイン処理ブロックとし、該メイン処理ブロック以外をサブ処理ブロックとして、
処理ブロック停止手段は、ノイズ検出手段により検出されたノイズ情報があらかじめ設定
された第１の閾値以上である場合にサブ処理ブロックへのクロックの供給を停止させる。
ここで、第１の閾値は、例えば、撮像画像に基づく画像処理によって得られる情報の信頼
度が保証できる上限値よりも小さい値である。
【００１４】
　このようにサブ処理ブロックへのクロック供給が停止されると、サブ処理ブロックが実
行する画像処理の結果を利用することができなくなるものの、サブ処理ブロックからの発
熱が止まるため、画像処理手段全体として発熱量が低下し、ひいては撮像手段周辺の温度
が低下することとなる。
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【００１５】
　そして、撮像素子周辺の温度と撮像手段からの撮像画像に重畳されるノイズの大きさ（
ノイズ情報）とは相関関係を有するため、撮像手段周辺の温度が低下することによって、
撮像画像に重畳されるノイズが低減することになる。その結果、メイン処理ブロックでは
、撮像画像に基づく処理を、その処理結果を利用する各種制御において必要な精度を保持
したまま継続することが可能となる
　このように本発明の車両用撮像装置によれば、撮像画像に基づく処理が中断することが
ないため、ユーザにとっても得たい情報を継続して入手することができる。
【００１６】
　また、本発明の車両用撮像装置は、ノイズ検出手段により検出されたノイズ情報が第１
の閾値より大きい第２の閾値以上である場合に、撮像手段の動作を停止させる撮像動作停
止手段を備えるようにしてもよい（請求項２）。
【００１７】
　ここで、第２の閾値は、例えば、撮像手段の撮像精度が保証できる上限値である。
　このように構成された本発明の車両用撮像装置によれば、サブ処理ブロックを停止した
だけでは撮像手段の周囲の温度を十分に低下させることができないような場合に、撮像手
段自体の動作を停止させるので、撮像手段の機器破壊を防止することができる。
【００１８】
　ところで、ノイズ検出手段は、例えば、撮像画像の表示領域の内、光が当たらないよう
に覆われている部分における画素の信号レベルをノイズ情報として検出するように構成さ
れていてもよい（請求項３）。
【００１９】
　この場合、ノイズ検出手段として、撮像画像の各画素の信号レベルを検出する手段、即
ち、もともと備わっている手段を用いることができるため、新たな構成を追加する必要が
なく、車両用撮像装置の小型化を図ることができる。
【００２０】
　また、ノイズ検出手段は、例えば、撮像素子周辺の温度をノイズ情報として検出するよ
うに構成されていてもよい（請求項４）。
　この場合、ノイズ検出手段として、例えば、安価な温度センサを用いることができるの
で、車両用撮像装置の低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】車両用撮像装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】車両用撮像装置の設置状態および内部構造を示す模式図である。
【図３】メインマイコンが実行する処理内容の一例を示すフローチャートである。
【図４】メインマイコンが実行する処理内容の他の例を示すフローチャートである。
【図５】イメージャから出力される撮像画像の表示領域を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　[第１の実施形態]
　本発明の第１の実施形態に係る車両用撮像装置１について図１～図３を参照して説明す
る。
【００２３】
　（車両用撮像装置の全体構成）
　図１は、自動車に搭載して使用される車両用撮像装置１の全体構成を示すブロック図で
ある。
【００２４】
　車両用撮像装置１は、図１に示すように、車両の前方を撮影するように設置されたカメ
ラ２と、カメラ２から出力された撮像画像に基づく各種画像処理等を行う画像処理部３と
、画像処理部３に制御用の電力を供給する制御用電源６と、車内ネットワーク（図示せず
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）を介して外部機器（図示せず）との通信を行うバスコントローラ７と、カメラ２の内部
の温度を検出する測温装置８を備えている。
【００２５】
　カメラ２は、カメラ用電源（図示せず）がオンすることにより起動し、図２に示すよう
にレンズ１１に入力された光を受けて電気信号に変換する撮像素子群が平面状に並べられ
たイメージャ１２によって構成される。また、カメラ２はイメージャ１２を介して抽出さ
れた撮像画像を画像処理部３に出力する。
【００２６】
　ここで、イメージャ１２は撮像素子群で構成され、ノイズ量を測定するため、予め該撮
像素子群の縁辺部には光があたらないように縁部で覆われている（図５参照）。
　画像処理部３は、２つのマイクロコンピュータ（マイコン）とクロック生成部９で構成
されている。以下では、これらマイクロコンピュータの一方をメインマイコン４、他方を
サブマイコン５と呼ぶ。メインマイコン４およびサブマイコン５は、いずれもＣＰＵ，Ｒ
ＯＭ，ＲＡＭを中心に構成されている。
【００２７】
　また、メインマイコン４およびサブマイコン５には、個別にカメラ２からの撮像画像が
入力される。メインマイコン４およびサブマイコン５は互いに各種情報のやりとりを行っ
ている。例えば、メインマイコン４に入力された情報に所定の処理を施した情報をサブマ
イコン５に出力したり、サブマイコン５に入力された情報に所定の処理を施した情報をメ
インマイコン４に出力したりしている。
【００２８】
　クロック生成部９は、メインマイコン４およびサブマイコン５を動作させるためのクロ
ックを生成してメインマイコン４およびサブマイコン５に出力する。
　メインマイコン４は、カメラ２からの撮像画像に重畳される後述するノイズレベルまた
は測温装置８からの検出温度に基づいて、クロック生成部９からサブマイコン５へのクロ
ック供給を制御するためのクロック制御信号をクロック生成部９に出力したり、カメラ２
の動作を制御するためのカメラ動作制御信号をカメラ２に出力する動作制御処理を実行す
る。
【００２９】
　また、メインマイコン４は、カメラ２からの撮像画像の信号レベルを検出する機能も備
えている。なお、信号レベルを検出する装置をメインマイコンの外部に設けてもよい。
　メインマイコン４は、上記した動作制御処理の他にもクロック生成部９からのクロック
を受けて各種画像処理等を実行している。サブマイコン５は、クロック生成部９からのク
ロックを受けて各種画像処理等を実行している。
【００３０】
　ここで、図２は、車両用撮像装置１の設置状態および内部構造を示す模式図である。図
２に示すように、車両用撮像装置１は、筐体１０の中に配置保持されている。
　車両用撮像装置１を保持している筐体１０は、車両用撮像装置１がウインドシールドガ
ラス３０越しに見える車両前方を撮影できるような位置に、かつ、ウインドシールドガラ
スに近接して配置されている。
【００３１】
　筐体１０の下部には、マイコン用基板２２と該マイコン用基板２２に実装されたメイン
マイコン４及びサブマイコン５が配置されている。筐体１０の上部には、レンズ１１と、
イメージャ１２と、該イメージャ１２を構成する撮像素子群を実装するためのイメージャ
用基板１３が配置されている。
【００３２】
　このレンズ１１の一部にウインドシールドガラス３０に反射する写り込みを防止するた
めの写り込み防止板１７が取り付けられている。
　マイコン用基板２２の上部にイメージャ１２が位置しており、しかも両者は、近接した
状態で、狭い筐体１０内に配置されている。つまり、イメージャ１２は、マイコン用基板
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２２に実装されたメインマイコン４とサブマイコン５から発生する熱の影響を受けやすい
位置関係にある。
【００３３】
　ところで、イメージャ１２から出力される撮像画像の表示領域の縁部は、具体的には、
図５の黒塗り領域を指す。この黒塗り領域は、いわゆる黒データの領域であり、イメージ
ャ１２を構成する撮像素子群に対して光が入らないため撮像素子に電荷が蓄積されず真っ
暗になってしまう部分である。逆に表示領域のグレーに塗られた部分はイメージャ１２に
光が入り撮像画像が表示される部分である。この黒データのノイズレベルは後述するメイ
ンマイコン４の処理に用いられる。
【００３４】
　（メインマイコンの動作）
　以下に、車両用撮像装置１におけるメインマイコン４が実行する動作制御処理について
図３を参照して説明する。
【００３５】
　本処理は、メインマイコン４及びサブマイコン５の制御用電源６がオンすると起動する
。
　まず、本処理が起動すると、カメラ２からの撮像画像の表示領域の縁部におけるノイズ
レベルがあらかじめ設定された第１の閾値レベル以上であるか否かを判定する（Ｓ１１０
）。
【００３６】
　ここで、上記した第１の閾値レベルは、例えば、カメラ２からの撮像画像に基づく画像
処理によって得られる情報の信頼度が保証できる上限値よりも小さいレベルにあらかじめ
設定されている。
【００３７】
　イメージャ１２から出力される撮像画像の表示領域の縁部におけるノイズレベルがあら
かじめ設定された第１の閾値レベル以上である場合には（Ｓ１１０でＹＥＳ）、メインマ
イコン４はサブマイコン５へのクロックの供給を停止する（Ｓ１２０）。
【００３８】
　具体的には、メインマイコン４が、サブマイコン５へのクロック供給を停止させるため
のクロック制御信号をクロック生成部９に出力する。クロック制御信号を受けたクロック
生成部９はクロックの供給を停止する。これによりサブマイコン５に供給されるクロック
が停止するためサブマイコン５の動作が停止する。
【００３９】
　次に、イメージャ１２から出力される撮像画像の表示領域の縁部におけるノイズレベル
があらかじめ設定された第２の閾値レベル以上であるか否かを判定する（Ｓ１３０）。
　ここで、上記した第２の閾値レベルは、例えば、カメラ２からの撮像画像に基づく画像
処理によって得られる情報の信頼度が保証できる上限値にあらかじめ設定されている。
【００４０】
　イメージャ１２から出力される撮像画像の表示領域の縁部におけるノイズレベルがあら
かじめ設定された第２の閾値レベル以上である場合には（Ｓ１３０でＹＥＳ）、メインマ
イコン４はカメラ２の動作を停止する（Ｓ１４０）。
【００４１】
　具体的には、メインマイコン４が、カメラ２の動作を停止させるためのカメラ動作制御
信号をカメラ２のカメラ用電源に出力する。カメラ用電源は、カメラ動作制御信号を受け
て電源をオフする。これによりカメラ２の動作が停止する。
【００４２】
　一方、イメージャ１２から出力される撮像画像の表示領域の縁部におけるノイズレベル
があらかじめ設定された第１の閾値レベル未満である場合には（Ｓ１１０でＮＯ）、Ｓ１
１０の処理に戻る。
【００４３】
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　また、イメージャ１２から出力される撮像画像の表示領域の縁部におけるノイズレベル
があらかじめ設定された第２の閾値レベル未満である場合には（Ｓ１３０でＮＯ）、Ｓ１
１０の処理に戻る。
【００４４】
　以上説明したように、上記第１の実施形態に係る車両用撮像装置１によれば、サブマイ
コン５へのクロック供給が停止されると該サブマイコン５からの発熱が止まるため、画像
処理部３全体として発熱量が低下し、ひいてはカメラ２周辺の温度が低下することとなる
。
【００４５】
　そして、撮像素子周辺の温度とカメラ２から出力される撮像画像に重畳されるノイズレ
ベルの大きさとは相関関係を有するため、カメラ２周辺の温度が低下することによって、
撮像画像に重畳されるノイズが低減することになる。その結果、メインマイコン４では、
撮像画像に基づく処理を、その処理結果を利用する各種制御において必要な精度を保持し
たまま継続することが可能となる
　また、撮像画像に基づく処理が中断することがないため、ユーザにとっても得たい情報
を継続して入手することができる。
【００４６】
　また、サブマイコン５の動作を停止しただけではカメラ２の周囲の温度を十分に低下さ
せることができないような場合には、カメラ２の動作を停止させるので、カメラ２の機器
破壊を未然に防止することができる。
【００４７】
　[第２の実施形態]
　次に、第２の実施形態について説明する。
　本実施形態では、車両用撮像装置１が、第１の実施形態に係る車両用撮像装置１に測温
装置８が追加された構成となっているため、同一の構成については同一の符号を付し、そ
れらの構成および動作についての説明を省略し、その追加した構成およびメインマイコン
４の動作を中心に説明する。
【００４８】
　測温装置８は、イメージャ１２を構成する撮像素子群の周辺に配置され、撮像素子群の
周辺の温度を検出し、その検出結果（検出温度）をメインマイコン４に出力する。測温装
置８としては、例えば温度センサ等が挙げられる。
【００４９】
　（メインマイコンの動作）
　以下、第２の実施形態に係る車両用撮像装置１におけるメインマイコン４が実行する動
作制御処理について図４を参照して説明する。
【００５０】
　本処理は、メインマイコン４及びサブマイコン５の制御用電源６がオンすると起動する
。
　本処理が起動すると、まず、測温装置８から出力される検出温度があらかじめ設定され
た第１の閾値温度以上であるか否かを判定する（Ｓ２１０）。
【００５１】
　ここで、上記した第１の閾値温度は、例えば、カメラ２からの撮像画像に基づく画像処
理によって得られる情報の信頼度が保証できる上限値付近の値にあらかじめ設定されてい
る。
【００５２】
　測温装置８から出力される検出温度が第１の閾値温度以上である場合には（Ｓ２１０で
ＹＥＳ）、メインマイコン４はサブマイコン５へのクロックの供給を停止する（Ｓ２２０
）。これにより、クロックの供給が停止されたサブマイコン５の動作は停止する。
【００５３】
　次に、測温装置８から出力される温度情報があらかじめ設定された第２の閾値温度以上
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　ここで、上記した第２の閾値温度は、カメラ２からの撮像画像に基づく画像処理によっ
て得られる情報の信頼度が保証できる上限値にあらかじめ設定されている。
【００５４】
　測温装置８から出力される検出温度が第２の閾値温度以上である場合には（Ｓ２３０で
ＹＥＳ）、メインマイコン４はカメラ２の動作を停止させる（Ｓ２４０）。
　測温装置８から出力される検出温度が第１の閾値温度未満である場合には（Ｓ２１０で
ＮＯ）、Ｓ２１０の処理に戻る。
【００５５】
　測温装置８から出力される検出温度が第２の閾値温度未満である場合には（Ｓ２３０で
ＮＯ）、Ｓ２１０の処理に戻る。
　以上説明したように、上記した第２の実施形態に係る車両用撮像装置１によれば、上記
した第１の実施形態による効果と同様の効果が得られるとともに、安価な温度センサを用
いて車両用撮像装置１を構成できるので、車両用撮像装置１の低コスト化を図ることがで
きる。
【００５６】
　ここで、実施形態においては、カメラ２が本発明請求項１の撮像手段に相当し、画像処
理部３が本発明請求項１の画像処理手段に相当し、Ｓ１１０、Ｓ１３０、Ｓ２１０、Ｓ２
３０が本発明請求項１のメイン処理ブロックに相当し、Ｓ１２０、Ｓ２２０が本発明請求
項１の処理ブロック停止手段に相当し、Ｓ１４０、Ｓ２４０が本発明請求項２の撮像動作
停止手段に相当し、メインマイコン４は本発明請求項１のノイズ検出手段、メイン処理ブ
ロックに相当し、サブマイコン５は本発明請求項１のサブ処理ブロックに相当する。
【００５７】
　以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にて種々の態様をとることができる。
　例えば、上記した第１の実施形態および第２の実施形態では、メインマイコン４および
サブマイコン５を動作させるためのクロックを生成して出力するクロック生成部９をメイ
ンマイコン４およびサブマイコン５とは別に設けた構成としているが、メインマイコン４
およびサブマイコン５にそれぞれクロック生成部を設けた構成にしてもよい。
【００５８】
　この場合、メインマイコン４およびサブマイコン５のクロック生成部は、それぞれメイ
ンマイコン４およびサブマイコン５を動作させるためのクロックを生成する。
　メインマイコン４は、入力されるノイズレベルまたは検出温度に基づいて、サブマイコ
ン５へのクロック供給を停止するためのクロック制御信号をサブマイコン５に設けられた
クロック生成部に出力し、サブマイコン５へのクロック供給を停止させる。
【００５９】
　このように構成することにより、車両用撮像装置１の設計の自由度を向上させることが
できる。
　また、上記した第１の実施形態および第２の実施形態では、画像処理部３が１つのメイ
ンマイコン４および１つのサブマイコン５を備えた構成としているが、サブマイコン５を
複数備えた構成にしてもよい。この場合、例えば、カメラ２からの撮像画像のノイズレベ
ルに応じて動作させるサブマイコンを変えるようにする。このように構成することによっ
てノイズレベルに応じたきめ細かい制御をすることができる。
【符号の説明】
【００６０】
１…車両用撮像装置、２…カメラ、３…画像処理手段、４…メインマイコン、５…サブマ
イコン、６…制御用電源、７…バスコントローラ、８…測温装置、９…クロック生成部、
１０…筐体、１２…イメージャ



(9) JP 2012-240524 A 2012.12.10

【図１】 【図３】

【図４】



(10) JP 2012-240524 A 2012.12.10

【図２】



(11) JP 2012-240524 A 2012.12.10

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

